
それで最後は、もう売ってしまえ、議会からやか

ましく言われるから売ってしまえという話しまで

やったそうではないですか。

私は、こういう考えだからだめだと言うとるん

です。経営者は、やはり民間的な発想で、普通、

経営者は絶対こんなことはしません。当たり前の

経営者であれば、それなりの設備投資をしたらで

すね、絶対、先見性を持ってやるはずなんです。

２年とか３年とか、自分がおるときに何もないよ

うに何もないように、そういうことでは会社経営

はできんのです。ぜひですね、総務部長、この件

は検討を、人事の件は、また後からお話をします

けれども、検討をしていただきたい。

それとですね、長野県の製造会社がつぶれまし

た。そして、県内、県外当たってみました。しか

し、衛生公社の条件で製造をしてくれるところが

なかった。努力が足らんではないですか。この権

利を譲渡しているところは、長崎市で製品をつくっ

ておるではないですか。私は、金額まで知ってい

ますよ、どのくらいでつくっているか。全然、努

力もせずに、部長の話を聞けば、勝手に売ってし

まった、こうしかならんではないですか、私はお

かしいと思いますよ。この件は、特別委員会でじっ

くりやらしていただきます。

それから、総務部長、役所ＯＢの件ですが、役

所ＯＢを代表取締役にやるのは、私は反対だと言っ

ておりますが、実際、反対なんです。経営者のトッ

プとして、役所ＯＢをやるのは、私は反対です。

しかし、取締役として、行政と衛生公社のパイプ

役として、常務とか専務とか派遣をしていいでは

ないですか。ただ、本当の会社のトップとしては、

責任者としては、私は反対というふうに思います。

それも、現在は、常勤の取締役は２人ではないで

すか。それも行政ＯＢ２人。これで会社経営でき

るんですか。私は、ぜひ民間からの登用を検討し

ていただきたい。何ならですね、提案ですが、公

募という方法もあるではないですか。公募をして、

こうこうですと、５年、10年お任せしますと、やっ

てくれませんか。例えば私は、この合併浄化槽を

買った、ここの社長を、こういう先見性がある人

を衛生公社の社長に迎えたらどうですか。私は、

そういうふうに思っております。

時間がございませんので、この程度でやめます

が、許可業者に関しては大きな問題をはらんでお

ります。どうぞ、早急な検討をお願いして、質問

を終わります。

ありがとうございました。

○議長（鳥居直記君） 次は、25番塩川 寛議員。

〔塩川 寛君登壇〕

○25番（塩川 寛君） おはようございます。

質問通告に基づき、順次、質問をいたしますの

で、関係理事者の明快な答弁を期待するものであ

ります。

我が国の歴史を振り返るときに、産業、医療、

文化、生活習慣に至るまで、鎖国時代に、この長

崎が演じた役割は大きなものがありました。開国

直後から、他の地方にこれらの機能が移転しなが

ら明治期を迎えました。

我が国の近代化は、殖産興業、富国強兵という

量的拡大の方向をたどり、バブルが弾ける直前ま

で、戦時下の一時期を除いて、確実に右肩上がり

の成長を遂げてまいりました。今、電気炊飯器に

手を合わせる人は余りいませんが、明治期の母親

は、朝早くから火を起こし、窯のご飯がおいしく

炊けるように手を合わせ、家族に愛情を注いで一

日が始まったと聞きます。昭和に入っても、ふろ

を沸かすのは子どもたちの仕事であったり、家族

全員で生活の役割を分担してきました。子どもた

ちは、汗をかいたり、鼻水を流しながら、餓鬼大

将と一緒に、毎日暗くなるまで、ご飯ができるま

で、勉強はほったらかしで遊んだものでありまし

た。

特に、敗戦から立ち上がるときには、食料を求

め、分かち合い、やがて住宅を求め、白黒のテレ

ビから放送されるさまざまな番組を近所の人々が

毎晩集まって鑑賞したり、外国の生活様式を生活

の夢として、朝早くから夜遅くまで働きました。

そして、テレビや洗濯機、冷蔵庫や車までが国内

で生産され、家庭に普及してきました。国内の生

産能力は需要量をはるかにしのぎ、海外にまでメ

イドインジャパンが普及し、外貨が流入し、経済

大国に成長してきました。

この間、人々は田舎を離れ都市に集中し、石炭

から石油へとエネルギー政策が転換される中で、

太平洋ベルト地帯が形成され、昭和の終わりまで

成長をなし遂げ、都市基盤も充実してきました。
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都市部では、海外旅行がはやり、高級な住環境を

誇るマンションが建ち並び、文化的な活動もふえ、

高級車や海外のブランド品が流入する中で、交際

費も湯水のごとく使われ、バブルが大きく膨らみ

ました。バブルがはじけ、その後、新たな目標を

見出しにくいまま、これまでの延長線で国際化に

突入し、海外の追い上げの中で現実が存在をして

います。

資源に乏しい我が国は、加工貿易を基盤とし、

労働集約型産業から情報技術産業に至るまで、勤

勉な国民性と教育制度の中で、他国に例を見ない

成長をしてきました。我が国の量的拡大の時代は、

いわばアメリカ型の競争型社会で、人並み以上に

努力すればぜいたくができる、よい暮らしができ

るという競争激化の社会構造とモラルと集団を形

成しました。そのような当時の常識は、今や計算

第一主義、合理性だけの追求で、さまざまな分野

において、非常識を生む時代になってしまいまし

た。21世紀は、ヨーロッパ型の質的拡大の時代、

ソフトの時代、個々の時代だと言う人がふえてき

ました。

地方の都市環境は、このような我が国の成長を

如実に物語っており、過度に整備された都市と、

過疎に悩み風前のともしびのような自治体が見受

けられるようになり、財政難も相まって、市町村

合併が大きな課題となってきました。

私は、昭和58年から市議会に議席を与えていた

だき、時々の課題に末席から及ばずながらも取り

組んできましたが、20年目を迎えるに当たり、長

崎の将来展望を模索しようと、およそ半年をかけ

て、市の統計課にお願いしながら、これまでの各

種統計数値をもとに、将来展望を見出すための模

索を行ってきました。

日本統計協会や長崎経済研究所の将来人口推計

によれば、人口目標を43万人としている本市の基

本計画2010年に対して38万人台。2025年には31万

人台という予測が出ました。今後の市町村合併が

進んでも、今の現実的な枠組みから想定すれば33

万人台であります。人口減の要因は、子育て負担

や結婚観かと思われる少子化傾向に見られる自然

動態と、地域間競争が要因と思われる社会動態に

よるものであります。

子育て支援や社会観をはぐくむ努力はもちろん

必要ですが、基本計画の中では、都市の魅力を引

き出し、活力を向上させることが肝要です。働く

場の確保、生活の場の整備をうまく機能させなけ

ればならず、まちづくり、人づくり、産業づくり

を複合的かつ一体的に機能させなければなりませ

ん。これまでの基本計画は、どうしても都市基盤

や都市施設として弱いところを充実させる観点か

ら私も取り組みをしてきましたが、今、立ちどま

り、将来に向けての過剰とならない計画を進める

必要を感じたのであります。

そこで、質問の第１は、市長の政治姿勢につい

てであります。

高度成長期に裕福な財源を背景に、あれもこれ

もといった施策から、あれかこれかという選択の

施策が行政改革で求められてきましたが、これか

らは、あれとこれといった施策厳選の時代に入ら

なければ、人口30万の都市経営は成り立ちません。

かかる観点から、今後、減少する人口を見据えて

の施策の見直しや重点化について、市長のお考え

をお示しいただきたい。

次に、高齢者世帯対策についてでありますが、

先日、高齢者の皆さん20名ほどと懇談をさせてい

ただきましたが、そのうち、お孫さんと一緒に暮

らしている方はお一人でした。４名ほどがひとり

暮らし、近くに子どもさんがいる方が２名、残り

の方が老夫婦お二人住まいでありました。口では

「自分は元気かけん」と言われたものの、緊急時

の対応など不安な一面もお聞きしました。

このように、高齢者単身世帯や高齢者夫婦世帯

は年々増加している現状であります。このような

中で、在宅生活を送られている方の中には、身内

に対しても、口には出せない不安や悩みを抱えて

おられる方も多いものと思われます。これら高齢

者対策として緊急時も含めて、行政として、どの

ように考えているのか、お示しをいただきたい。

次に、前回の市議会議員選挙を経験した議員同

士が、まちの様子の変化について語る中から、こ

れまで必要性を感じつつも、裏づけとなる法律や

条例、前例や予算にとらわれることなく、自由な

研究を行おうということから、およそ１年半をか

けて斜面地整備促進のための議員連盟を発足し、

昨年３月に提言書を市長ほか課長職以上に配布を

いたしました。既に、斜面移送機器は地元企業と
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市役所が一体となり、先駆的な評価がなされたと

ころでありますし、乗合タクシーも非常に好評だ

と聞き及んでおります。

先般、ある銀行の支店長さんが、長崎で500カ

所ものモノレールやリフトをつくるということは

とてもできないと発言されましたが、提言書をよ

く読んでいただければわかるとおり、原子爆弾か

らの戦災復興、住宅ブームに乗って、平たんな都

市であれば横に広がったはずでありますが、金比

羅山と稲佐山に挟まれた長崎の地形から、自然に

山を目指して張り詰めた家屋の存在は、都市計画

における規制や宅地造成を規制する法体系のおく

れなどから、やむを得ず発生したものであり、我々

の提言の本旨は、一時期上り詰めた家屋をできる

だけ下におろす施策、失われた山の緑の稜線を取

り戻す施策でありまして、移り住み替えの促進や

共同建て替えを促進させ、それでも、なお居住者

の多い斜面地で車も入らないところに可能な限り

車を上らせる、駐車場や駐輪場もつくる、それで

も、なお車が上らない地域に移送機器を設置して、

住民生活を快適にしたいという試みでありまして、

規制緩和が進む中で、採算が悪いからといって路

線バスを廃止するのではなくて、車社会とはいえ、

公共の輸送手段を確保する観点から乗合タクシー

を提言したのであります。

本年３月に基本条例ができ、地域でのまちづく

り協議会の機運も徐々にではありますが、出てき

ているようでありますが、具体化をさせていくた

めには支援メニューが必要であります。

これまで、各部局で提言書をもとに検討はなさ

れましたが、積極的な部局と極めて消極的な部局

が見受けられ、特別委員会でフォローをいただい

ておりますものの、市の庁内でもこの提言への賛

意が高まっております道路幅員と勾配の見直し及

び移送機器の設置など検討状況について明らかに

されたい。

次に、市庁舎の建設についてであります。

伊藤市長に対しては、特に、平成11年からＰＦ

Ｉの活用も含めて、あるいは不況対策の一環とし

て、あるいはＩＴ時代に備えた市民に親しまれる

市役所を建設して、執務のモラルを変えていこう

と提言してきました。

前任の本島市長に対しては、当時、ほかにしな

ければならないことが多いし、市民や職員にはも

う少し我慢してほしい。庁舎建設を唱えた市長は

落選するというジンクスがあるとよく冗談に言わ

れていただけに、私は、だからこそ、あなたの時

代に基金を積むことが大切だと申し上げてきまし

た。そして、平成３年から市庁舎建設基金が毎年

積み立てられ、本年度の積み立ては見送られまし

たものの、現在まで100億円と利息が２億5,000万

円程度確保されています。これまで、何人もの議

員の質問がなされておりますが、その後の検討状

況についてお示しいただきたい。

次に、長崎バイパスの収支状況と川平インター

チェンジの改良についてであります。

昭和57年から長崎バイパスの４車線拡幅と西山

までの延伸工事が始まりましたが、私も沿線地元

要望の状況からずっと見てまいりました。平成３

年に拡幅延伸の供用開始となりましたが、現在、

川平―市布間で１日４万3,000台が利用していま

す。長崎市民や事業所の毎日に有料道路料金が必

要となることから、有料道路の料金算定方法や償

還は理解しつつも、幾らかでも安くならないか、

川平地域の今後の展望を考えたとき、一日も早く

無料の一般道路とならないか、これまで申し上げ

てきました。

そして、昨年３月議会で長崎バイパスの収支状

況がどのようになっているのか、道路公団から資

料を入手、検証するよう申し上げましたが、結局

その後、全国的に道路公団の親方日の丸的な体質

が問題となり、今日的な政治問題となっています。

注目の道路関係４公団民営化推進委員会に示さ

れた資料の新聞記事によれば、長崎バイパスは建

設費が591億円。たしか私の記憶では、計画段階

の事業費は500億円だったと記憶をいたしており

ます。料金算定期間30年分の10年経過した今日、

未償還額が486億円、単年度維持管理費が16億円、

金利が14億円、収支率69％。これは黒字を意味し

ております。結局、今後の九州横断自動車道早坂

ルートなどの要素を考えなくても、有料道路事業

の償還満了期間である平成31年は、とてもではな

い実態が明らかになりました。維持管理費も継続

的な諸工事、夜間や早朝の料金ゲート数が非常に

不評な実態。休日における管理事務所の職員の数

５、６名いたと思われますが、だれが一体、お手
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盛りの事業費としてきたのか。その内容の精査と

計画時利用台数との対比など、私は、市民生活と

密接な関係にある道路だけに、公団に対して徹底

した調査を求めるものでありますが、いかがか。

次に、バイパスに関連して、これもかねてから

申し上げてきた北部住吉周辺地区及び長崎駅前交

通量の減少策として、川平インターの改良につい

て、その後、どのようになっているのか、明らか

にされたい。

次に、現在、建設が進められております国立長

崎原爆死没者追悼平和祈念館建設の進捗状況と長

崎平和推進協会の今後の体質強化についてであり

ます。

平成６年に成立した原子爆弾被爆者に対する援

護に関する法律に基づき、国として原爆死没者へ

の追悼と平和を祈念する施設として建設が行われ

ております追悼平和祈念館も、広島の施設は８月

１日に開館し、６日には小泉総理も出席のもとに

テープカットが行われました。新聞によりますと、

展示された遺影を多くの市民が熱心に見学する様

子とともに、８月６日の１日で入館者が8,400人

に上り、広島市民の関心の高さが報道されていま

した。長崎の祈念館も広島より１年おくれの来年

夏の開館を目指して、現在、建設が進められてお

りますが、建設の進捗状況についてお尋ねいたし

ます。

また、同施設は、国立の施設として厚生労働省

から財団法人長崎平和推進協会が管理運営を受託

するものと聞いております。長崎平和推進協会は

昭和58年に、長崎市を中心に官民一体となった平

和団体として発足し、くしくも来年は設立20周年

を迎えます。財団の活動として、これまで修学旅

行生を対象とした被爆体験講話や軍縮週間を初め

とする各種平和事業、会報誌の発行などを手がけ

てこられました。運営につきましても、執行機関

としての理事会、諮問機関としての評議員会など

で構成され、いずれの役員も無報酬で参加される

など、平和都市長崎における中核的な平和団体と

しての財団の活動は一定評価したいと思います。

来年は、追悼平和祈念館の管理運営を受託する

ことにより、必然的に平和推進協会の組織は拡大

するわけでありますが、同時に、設立20周年を迎

えるに当たり、さらに責任ある財団の運営体制を

確立するための体質強化を図るお考えがあるのか、

お尋ねいたします。

質問の最後は、長期入院児童及びその介護者支

援施設についてであります。

私は、本年３月ごろに、長崎にお住まいでお子

さんが脳腫瘍のため北海道大学附属病院で３年間

の入院生活を送られ、アパートを借りて看病に当

たられたお話で、精神的な不安はもちろんのこと、

経済的な負担でご苦労されたとお聞きいたしまし

た。そして、全国で、長期入院の子どもとその家

族を支援する会があることを知り、長崎にも同趣

旨の「ペンギンの会」というボランティア団体が

あり、他の都市にあるようなアパートやマンショ

ンなどを探されていること、好意的に理解を示し

ていただいたものの、改造費用や交通の便などが

どうしても適当な場所がない実態を聞きました。

病状から、24時間体制で付き添う母親とその家

族との関係が薄れるおそれや過度の負担、長期入

院児童の兄弟の心の問題、そして、長期入院児童

そのものの成長、発育への影響が懸念されていま

す。

市長、長崎市には、主に県下の治りにくい、難

治の子どもの治療に当たる同大学病院があり、白

血病や腫瘍など小児がんの子どもたちが、１年前

後の長期入院している子どもが常時20人ぐらいお

ります。その中には、離島を含めた遠隔地から入

院している子どもも少なくありません。

このような子どもたちは、たとえ一時帰宅を許

可されても、交通上の問題や家に帰って万が一の

事態になった場合の不安感のため帰宅できず、親

子、あるいは親子兄弟水入らずの家庭生活を味わ

うことができません。また、交通費や市内での宿

泊費などの経済的問題も大きく、父親や長期入院

児童の兄弟姉妹との面会もままなりません。さら

に難治の子どもの場合は、ほとんどの場合、母親

が付き添わなければならず、家に残された兄弟姉

妹は非常に寂しい思いをいたしております。

このような実態から、ボランティアの人々の働

きかけもあり、さきの県議会でも取り上げていた

だきましたが、その後の状況として、県有施設で

の対応は現状困難であるので、長崎大学に話をし

てほしいというのが、県からボランティア団体に

対する要請でありますが、同大学病院の今後の特
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殊法人化や病院そのものの再整備など考慮すれば、

希望の光が見出しにくい状況といえます。

同大学病院や原爆病院、市立病院など県内医療

の中核的都市・長崎市の市長の政治判断として、

市が保有する遊休の施設などを積極的に提供して

でも、県と協議していただきたく思いますが、お

考えをお示しいただきたいと思います。

以上、壇上からの質問を終わります。

＝（降壇）＝

○議長（鳥居直記君） 市長。

〔伊藤一長君登壇〕

○市長 (伊藤一長君) 塩川 寛議員のご質問にお

答えをいたしたいと思います。

私の政治姿勢につきましての第１点、まず、人

口予測と展望についてでございます。

人口につきましては、非常に厳しい予測もなさ

れており、我が国全体の人口が2006年をピークに

減少に転じると言われております。長崎市の人口

につきましても、2010年には約40万人との予測を

行っておりますし、関係機関の予測では、さらに

厳しいものもご指摘のようにございます。人口は

総合的な都市の活力であり、特に、人口減少は消

費者の減少に直結し、地域の経済活力を落とすこ

ととなります。ひいては、長崎市の行財政運営に

影響を与えることになると認識しております。

さきに策定いたしました長崎市第三次総合計画

におきましては、人口の減少傾向を踏まえた上で、

少子・高齢化対策、また産業振興策、都市の魅力

を高める施策の展開により人口減少に歯どめをか

けることとし、2010年度の目標人口を約43万人に

設定しております。

人口増加を促す、あるいは人口規模に応じた施

策を行う、いずれの場合においても、都市の活性

化方策の基本は、まちづくり、人づくり、産業づ

くりが複合的に一体化して、議員ご指摘のように

機能することであるというふうに考えております。

都市の土台であります産業づくりの一つとして

観光を例にとりましても、観光施設による集客の

手法のみではなく、滞在型の観光地としてのリピー

ターをふやし、まち全体として集客力を上げてい

くためには、ハードのみではなく、ソフト的視点

でのまちづくり、住民にとって住みよいまちは、

観光客にとっても快適なまちという考え方をベー

スに置いた観光振興が必要になると考えておりま

す。また、観光客との交流にとどまらず、国際的

な視野での人的交流の視点から、当然、人づくり

の重要性も高まります。さらに、高齢化に伴う福

祉・医療分野の充実についても、見方を変えます

と、経済規模の大きな産業づくりになりますし、

斜面地移動の円滑化、バリアフリー化などまちづ

くりの視点が求められ、医療のまち、介護の人材

育成など、人づくりの展開も出てくるところであ

ります。

少子化傾向の進展により、人口減少の大きな波

が押し寄せてくることから、従来の拡大路線、い

わば、あれもこれもから、人口規模に応じたあれ

かこれかの観点での施策の見直し、重点化が必要

であるというご指摘は理解をいたしますし、これ

までも経済的、財政的環境変化に対応するために、

施策の見直し、重点化は常々行ってまいりました。

いずれにいたしましても、都市の魅力を高め、

まちの活性化を図ることにより、長崎市の人口吸

引力を強化し、社会動態という地域間競争を勝ち

抜きたいというふうに考えているところでありま

す。

都市の主要な指標であります人口を見直しての

施策展開は、いましばらく人口の動向を見極めた

いと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思

います。

次に、高齢者世帯対策についてお答えいたした

いと思います。

塩川議員ご指摘のとおり、高齢者の単身世帯及

び高齢者のみの世帯は増加傾向にあり、そのうち

多くの方が、多少にかかわらず在宅生活に対する

不安を抱えておられることは、私どもも十分に認

識しておるところであります。

そこで、本市におきましては、このような高齢

者世帯の方に対する支援策といたしまして、介護

保険制度におけるサービスのほかに、介護保険外

のサービスといたしまして、身体的・環境的要因

により何らかの支援が必要な方に対しまして、生

きがい対応型デイサービス事業、あるいは配食サー

ビス事業、また、緊急通報体制等整備事業等のサー

ビスを提供し、家に閉じこもりがちな高齢者の方々

に対する社会参加の促進あるいは安否の確認、緊

急時の対応を図っているところでございます。ま
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た、日常的な高齢者の見守り活動といたしまして、

民生委員によります友愛訪問や老人クラブによる

シルバーふれあい活動を実施し、安否の確認ある

いは相談・助言を行っているところであります。

しかしながら、中には、高齢者世帯の方やその

家族の方で、いろいろな不安や悩みを抱えていな

がら、どこに相談すればよいのかわからないといっ

た状況もあろうかと思います。そのような方に対

する相談窓口といたしまして、高齢者すこやか支

援課を初め市内28カ所の在宅介護支援センターで、

訪問等により高齢者の方の身体的・環境的状況を

詳しくお伺いしながら、介護保険を含む各種サー

ビスの調整、あるいは関係機関への連絡等を行い、

継続的に高齢者の方の在宅生活を支援していると

ころでございます。これらのサービスや相談窓口

につきましては、広報ながさきを初め長崎市の広

報媒体を活用いたしまして、周知を図っていると

ころでございますが、今後とも、引き続きＰＲに

努めるとともに、高齢者の方が気軽に相談できる

体制を充実させてまいりたいと考えているところ

であります。

さらに、現行のサービスだけでなく、新たなサー

ビスの導入についても検討する必要があると考え

ております。特に、進展の著しい情報通信分野に

おきましては、携帯電話あるいはインターネット

等を活用した高齢者向けのさまざまなサービスが

開発されてきておりますので、これらのサービス

内容につきましても、積極的に情報収集しながら、

行政サービスとしての導入を検討するとともに、

さらに民間サイドのサービスにつきましても、市

民の方へ情報提供を行うなど、時代やニーズに合

わせたサービスの提供に努めてまいりたいと考え

ております。

このように、今後とも、高齢者の方の暮らしや

すい在宅生活を積極的に支援していく所存でござ

いますが、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮

らしていただくためには、何といっても自治会あ

るいは民生委員を初めといたしました地域の皆様

方の協力は不可欠であると考えておりますので、

在宅介護支援センター等を中心としながら、関係

機関との連携を図り、高齢者の方が安心して生活

していただける体制の整備に努めてまいりたいと

考えております。

次に、市庁舎建設の検討状況についてお答えを

いたしたいと思います。

市庁舎建設につきましては、現庁舎が老朽化、

分散化しておりまして、今、本館は築43年でござ

いますが、市民の皆様方にご不便をおかけいたし

ており、私といたしましても、その必要性は十分

に認識いたしているところでございます。

そこで、平成13年６月に、庁内の関係部局で組

織いたします市庁舎建設問題検討準備委員会を発

足いたしまして、13年の４月から平成14年の２月

まで、月１回定期的に協議を行ってまいっている

ところであります。

庁舎建設の基本的な考え方といたしましては、

国際化、ＩＴ化が進む現代社会に対応し、かつ市

民サービス、環境、バリアフリー等に配慮し、広

く市民に開放できる庁舎であること等に配慮する

こととし、また、建設手法として、議員ご指摘の

ようにＰＦＩ方式導入による可能性についても協

議を重ねてきたところでございます。

今後、広く市民の皆様のご意見をお聞きしなが

ら議論を進めていく中で、建築の基本構想、基本

計画を固めていく必要があります。また、中央消

防署や市立図書館等、今後予定されております大

型施設の建設計画との調整も図りながら、建設の

時期、規模等について、さらに検討を進めてまい

りたいと考えておりますので、ご理解を賜りたい

と思います。

次に、長期入院児童介護者の方に対します支援

施設についてお答えをいたしたいと思います。

医学、医療が進歩した現在においても、治療が

困難で長期の入院を余儀なくされております子ど

もさん、あるいは退院することなく去っていく子

どもたちが少なくありません。

議員ご指摘のとおり、長期入院を余儀なくされ

ている子どもたちは、言葉では言いあらわせない

不安あるいは寂しさの中で闘病生活を続けておら

れまして、子どもに寄り添い、看護を続けておら

れるその家族の皆様方の精神的、肉体的、さらに

経済的なご負担も相当なものがございます。特に、

遠隔地の病院に入院しておられる場合は、家族の

面会もままならずに、長期入院児童にとっては、

付き添い以外の家族との温かい交流もできないわ

けであります。
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このような長期入院児童や家族の精神的、肉体

的、経済的負担をいささかなりとも軽減し、温か

い介護、安心して家族と過ごす時間がなるべく長

くもてるような長期入院児童介護者支援施設の必

要性は、塩川議員からもご指摘がございました。

私も十分に認識しているところでございます。病

院の近くに安く、また、家族が一緒に宿泊できる

施設があれば、家族にとって大きな支えになるも

のと考えております。

県下では、長期入院が必要な子どもの治療は、

主に、長崎大学医学部附属病院が担っていただい

ておりまして、市内にこのような施設が望まれて

おります。この施設の利用者は、ほとんどが市外、

特に、離島の子どもとその家族であると思われま

すが、長崎市といたしましても、議員ご指摘のよ

うに、長崎県あるいはボランティアの方々の皆様

方のご意向をお聞きしながら、協力できることが

あれば、私どもも積極的に協力してまいりたいと

いうふうに思いますので、よろしくお願い申し上

げたいと思います。

以上で私の本壇よりの答弁といたしたいと思い

ます。

他の項目につきましては、それぞれ所管の方か

ら答弁いたします。よろしくお願いいたします。

＝（降壇）＝

○土木建築部長（佐藤忠孝君） 市長の政治姿勢に

ついての３番目、斜面地整備促進議員連盟提言の

検討状況についてでございますが、最初に、土木

建築部所管の道路の幅員、勾配、移送機器につい

てお答えいたします。

まず、道路の幅員、勾配についてでございます

が、本年４月より部内での検討組織を立ち上げ、

現在、鋭意、検討を進めているところでございま

す。検討状況につきましては、新たな生活道路の

整備基準を作成するに当たり、類似都市の市道認

定基準などの照会による実態調査を実施しており

ます。その調査結果を踏まえ、５月に部内での検

討会議の初会合を開催し、これまでに３回の検討

を重ねてまいりました。その中で、新たな開発な

どによる道路につきましては、現行の基準により

市道認定することとし、既存の生活道路について

検討の対象とし、また、既存の生活道路の中でも、

里道と私道に大別し、特に、私道につきましては、

既存の市街地を中心に、現に多くの市民が日常生

活に供している道路を対象に検討することといた

しております。

今後の予定といたしましては、９月に部内での

意見を集約し、10月から関係各課と協議を進めた

いと考えております。

以上、生活道路の幅員、勾配の検討状況につい

てご説明いたしましたが、斜面市街地などにつき

ましては、まちづくり課との連携を十分図り、さ

らに検討を重ね、安全で快適なまちづくりを進め

ていきたいと考えております。

次に、斜面移送システムの本年度の設置につい

てお答えいたします。

斜面移送システムの設置につきましては、高齢

化率が高く、道路幅がおおむね２メートル以上確

保されており、道路の見通しがよく、一定の利用

者数が見込めることなどを基準といたしておりま

す。

本年度は、これらの基準を満たし、移送機器設

置及び維持管理などに対して、地区の一定の協力

が得られる立山地区に市道階段部を選定し、本年

８月に地元自治会及びまちづくり協議会と現地立

ち会いを実施しておるところでございます。

今後は、地元自治会及びまちづくり協議会と移

送機器システムの受け入れ体制などを含めて協議

を行い、本年度中に移送機器の設置、運行の予定

で事業を進めておるところでございます。

以上でございます。

○都市建設部長 (坂本昭雄君) 続きまして、提言

にかかわります都市建設部所管の取り組みにつき

まして申し上げます。

斜面市街地全体の整備改善につきましては、行

政の取り組みを強く求められているところから、

斜面市街地の生活環境の整備を行うに当たりまし

て、市、市民及び事業者の責務を明らかにすると

ともに、協働によるまちづくりを進めることによ

り、斜面市街地における安全で快適なまちづくり

の実現を図ることを目的といたしまして、長崎市

斜面市街地の整備促進に関する条例を本年４月１

日に制定をいたしたところでございます。

条例の制定後の動きといたしましては、広報な

がさき６月号での折り込みチラシによるお知らせ

を初めテレビ、ラジオなどメディアによる周知を
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行っているところでございます。現在、自治会関

係者より３件ほど相談があっており、そのうち１

件につきましては、当該自治会へ赴き、条例の内

容等について、るるご説明を申し上げたところで

あり、今後とも、周知に努め、条例に基づく自主

まちづくり計画の策定に向けて、地元及び関係者

との協議を進めていきたいと考えております。

次に、住環境整備方針等についてでございます

が、斜面市街地の整備に取り組んで約10年を経過

したところでございます。その間の大幅な人口減

少、若年層の流出、居住者の高齢化など大きな変

化を踏まえ、今後10年間を見据えた斜面市街地の

全体的な取り組みの必要性が出ていることから、

平成13年度には、第２次住環境整備方針を策定し

たところでございます。

内容といたしましては、本市既成市街地の範囲

において、住環境及び防災の両面により地区を解

析いたしまして、整備の必要な市街地の抽出や地

区特性に応じた整備手法の検討を行っており、今

後、整備の具体化に向けて、地元関係者の理解を

得ながら協議を進めていくこととしております。

次に、民間の資金活用につきましては、現在、

斜面市街地再生事業地区の中で共同建替事業など

民間活力の導入ができないか、具体的に地元関係

者と検討しており、公民協働のまちづくりの具体

的推進を図っているところでございます。

また、本年10月には、全国の斜面市街地を持つ

10都市で構成されます全国斜面都市連絡協議会が

本市において開催予定であり、斜面市街地のまち

づくりについて、情報交換及び技術交流を進めて

いくこととしており、斜面市街地の整備改善につ

きましては、今後とも、鋭意、努力していく所存

であります。

以上でございます。

○都市計画部長 (松本紘明君) まず、長崎バイパ

スの収支状況についてでございますが、長崎バイ

パスの建設費の償還は、料金収入期間であります

平成31年まで償還するように料金設定を行ってお

ります。

去る９月３日新聞報道による平成13年度データ

で申し上げますと、料金収入が約44億円で、維持

管理費と金利等で約30億円となっております。ま

た、未償還額は486億円となっております。今後、

九州横断自動車道が供用開始されれば、長崎バイ

パスの交通量が減少するものと考えており、これ

に伴い料金も減少するものと考えております。

このようなことから、有料期間の満了する平成

31年度内での償還は難しいのではないかと考えら

れます。詳細な収支見通しにつきましては、道路

公団から本事業に係る事業計画を入手する必要が

ありますが、現在、入手できてない状況にござい

ます。

今後、長崎バイパスの収支の見通しにつきまし

ては、日本道路公団に対し、引き続き資料の提出

を強く要請してまいりたいと考えております。

次に、川平インターの改良につきましては、地

域住民の利便性の向上のため、平成12年７月に本

市より県及び日本道路公団長崎管理事務所に対し、

具体的な資料を持って要望を行ったところでござ

います。

県においても、市からの要請を受け、長崎バイ

パスインターチェンジ関連道路概略設計を行い、

その中で川平から西山間の利用の可能性や手法等

について検討が行われ、その結果をもって平成14

年１月に日本道路公団九州支社に対し要望がなさ

れたところでございます。これらを受け、現在、

日本道路公団内部において検討が進められている

ところでございます。

以上です。

○原爆被爆対策部長（太田雅英君） 国立長崎原爆

死没者追悼平和祈念館の進捗状況と財団法人長崎

平和推進協会の体質強化についてお答えいたしま

す。

追悼平和祈念館の建設工事につきましては、国

土交通省九州地方整備局が担当し、平成12年11月

に建設着工いたしました。国によりますと、現在、

建設本体は８割程度完成し、本年の12月には本体

工事を完了、その後、平和会館裏の駐車場や周辺

植栽の整備を経まして、来年３月には全体的な工

事完了の予定となっております。施設の規模につ

きましては、延べ面積3,000平方メートル、地下

２階建て、地上には直径29メートルの水盤を配置

した施設となります。

また、追悼平和祈念館での実施事業につきまし

ては、現在、平和祈念・死没者追悼、国際協力及

び交流、被爆関連資料・情報の収集及び利用とい
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う３つの機能に基づきまして、原爆死没者遺影の

収集・登録・閲覧、被爆医療並びに平和に関する

情報の提供、被爆者の手記体験記の閲覧などの準

備が来年夏の開館に向けて進められております。

次に、財団法人長崎平和推進協会の体質強化に

ついてお答えいたします。平和推進協会は、昭和

58年２月に、長崎から平和の輪を広げるため、ま

た、被爆体験の継承活動や平和意識の高揚を図る

ため設立され、議員ご指摘のとおり、来年には設

立20周年を迎えます。当時は、国際文化会館の行

政事務と平行して協会の事業を実施する形で発足

いたしましたが、平成８年４月の原爆資料館の開

館とあわせまして、事務組織の充実強化を図り、

長崎市派遣の専任職員などを配置して現在に至っ

ております。協会の運営は、主に会員の会費と長

崎市からの運営費補助で賄われております。

また、本年度からは、厚生労働省より追悼平和

祈念館の開設準備事務を受託し、本市からの新た

な派遣職員と嘱託職員で準備業務を進めておりま

す。これらの費用につきましては、国費で賄われ

ておりますが、平成15年度は開館を迎えまして、

管理運営業務などの増によりまして、従事職員の

増加が見込まれております。

このたびの国からの新たな業務受託によりまし

て、協会内部の組織強化が図られ、結果的に平和

推進協会全体としての体制強化になるものと思わ

れます。

本市といたしましては、今後とも、財団法人長

崎平和推進協会の育成強化に努めてまいりたいと

考えております。

以上でございます。

○25番（塩川 寛君） それぞれ答弁をいただきま

してありがとうございました。

順不同になろうかと思いますが、お許しをいた

だきたいと思います。

人口減の問題について、いろいろと検討もして

みたんですが、今、基本計画等で整備中の事業が

果たして、そのままでいいのかというような検証

も実はしました。その中で、今、８地域にわたっ

て大変な機運が盛り上がりつつあります斜面地整

備、そこについても、ここは同時平行ではなくて、

少し優先順位をつけながら進めるべきではないか

ということを感じます。

それから、中心市街地では、今、大型マンショ

ンが乱立をしてまいりましたけれども、どちらか

というと民間任せ、行政の関与が非常にしにくい

状況の中での開発です。かつて、都市計画のもと

になる都市計画マスタープランというのをつくれ

ということが国の指導でできて、確かに長崎市と

しても、時間をかけて都市マスをつくったわけで

すが、それとの整合性というのは、ほとんどとれ

ない状況の中で推移しています。

私は、ここで人口、今42万人、30万人とは言い

ませんけれども、その成長期にずっと山に上って

いったところ、これを可能な限りおろしていく。

いわゆるその場所として、中心市街地の商業施設

等を、あるいは生産拠点は別としながらも、良好

な、いわゆる交通の利便性がいい、平面に近い、

そういうところを、やはり役所が計画の中で誘導

していくことが必要ではないか。それに民間の資

金、民間の計画が乗ってくる、そういう誘導させ

るような都市再開発といいますか、長崎は、歴史

は長いんですが、都市計画、まちづくりの分野で

は、私は非常に短いと思います。原爆投下以降の

まちの形成ですから。

そういう意味では、私は、岩川町から浜口町、

非常に今、変化があっておりますけれども、人口

のちょうど中心点になるんです。あそこは低層の

住宅がたくさんあります。むしろ、そういうとこ

ろに誘導していくとか、そういう役所が、限りあ

る財源の中でありますけれども、30万規模の都市

にふさわしいまちの再整備をどうしていくのかと

いう都市マスの再策定と、それから、今進めてい

ます斜面の中でも一気にはできませんから、とに

かく、その機運を醸成するためにも、少し優先順

位をつくって、待っていただくことも出てこよう

かと思いますけれども、それぐらいせんといかん

のではないかなということを気づいたんですが、

ここいら辺については、毎熊議員さんが、さらに

詳しい質問を予定されておるようですから、お譲

りをしたいというふうに思いますが、特に、人口

規模予測、大変厳しいものがありますので、現基

本計画はできて２年ですから、今変えろと言って

も難しいでしょうから、新年度の予算編成作業、

毎年毎年のことですが、この中で、やはり重点的

な整備地域、重点的な施策の厳選というのを要望
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しておきたいというふうに思います。

そういう中で、どうしても斜面の中で、明確に

しておきたいんですが、大変、土木建築部長には

申しわけない話ですが、その道幅と勾配の話です

けれども、類似都市の市道認定基準等の照会を行っ

たと、余りないと思うんです。どんな結果があっ

たのか、お示しをいただきたい。

５月に部内の初会合をして３回してきたと、大

体、９月に部内の取りまとめをして、10月から関

係各課と協議をしていくと。道路管理者の検討の

経過を皆さん待っておるんですよ、全庁が。提言

は、去年の３月です。土木建築部で、いち早くモ

ノレールリフトが３地域にできたではないですか。

同じ部内で、いわゆる道路管理者の判断、私は、

類似都市の市道認定基準等の照会を行ったと、余

り意味がない作業だとこれは思うんです。それは

それ、結果として、その結果がどうだったのか、

お示しをいただきたい。

それから、移送システム、立山に今度するとい

うことですけれども、私も何度かここを見てまい

りましたし、どんなルートかわかりませんし、お

話によれば、市長さん自身も地域に入って実態を

ずっと調査されたという話を聞いておりますが、

ことしは、予算措置上は１カ所ということでした

けれども、立山は、まちづくりの今いろいろな協

議が進んでいますけれども、道路の問題は別にし

ても、動線をどう描いていくのかというのが、あ

そこの地区では非常に重要だったと思います。県

立美術館のところを上っていって、上のバス停ま

での動線をどうするのか。途中の寸断箇所がある

わけですから、あそこに持ってこようということ

でしょうから、そうすると、階段の割と延長の長

いところで２系統ぐらい必要だったろうと思うん

ですが、そこまで今度やるということなんですか

ね。予算措置上は１系統ぐらいだったんですが。

だから、そういう意味で、８月から立山と協議に

入ったということですが、予算は早くできておる

んですけれども、協議に時間がかかっておるよう

に思うので、そこいら辺を動線をきちっとすると

いう意味で時間がかかったのか、まず、その点お

尋ねを再度します。

○土木建築部長（佐藤忠孝君） まず、第１点目の

他都市の状況はどうかということですけれども、

私が調べた中で、若干、九州管内の２都市につい

て、ちょっとご説明したいと思います。

他都市においても、私道について、特別認定基

準とか準市道取扱ということで、例えば幅員にし

ても2.75メートル、これは恐らく車線の最小幅員

ということで2.75メートルだというふうに思って

おります。それから、３メートルぐらいを幅員と

して考えていきましょうと、勾配についても、都

市の状況によって違うかと思いますけれども、12

％以上20％以下というような都市の状況もありま

すので、これを参考にし、我々も長崎市の地形の

特性を考慮して検討を進めたいというふうに考え

ておるところでございます。

それと、移送システムの延長ということでござ

いますけれども、先ほど申し上げましたように、

立山地区ということで考えております。その中で、

当然、一気に何百メートルということではなくて、

今回、予算の枠の中で、およそ60メートル程度に

なるんではないかなということで進めておるとこ

ろでございます。

以上でございます。

○25番（塩川 寛君） ありがとうございました。

特別委員会もありますので、そこいら辺の質疑

は譲りたいと思いますが、調べたけれども、そう

いうことだったということですが、私は、大変失

礼ですが、調べなくても、長崎の市道で12％超え

るところはたくさんあるんです。そこの大判さん

から下ったところもそうです。ＮＨＫから二十六

聖人に上るところもそう。海星から下っていくと

ころもそう。タクシーも走っておるではないです

か。あそこ20％です。あるいは幅員の話がありま

すけれども、長崎市に編入するときの地域では、

そんなにないところが市道にたくさんなっておる

んです。

だから、市道認定基準を今の基準で当てはめよ

うとするとだめかもしれませんけれども、どう言

うんでしょうかね、既存不適格な公道はたくさん

あるわけです。私はいいんではないか。ただ、注

意するのは、宅地造成をする新規の道路、ここは

やはり厳格な基準を適合させんといかんだろうと

思いますけれども、少なくとも、やはり地域で、

そういう協議が調って整備していこうというとこ

ろを考えれば、例えばまちづくり課が今、取り組
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みされておりますそれぞれの市街地整備のところ

で、かつての都市計画道路もありますけれども、

どうしても、ここに動線を入れようといったとき

に、場所によっては、道路を12％で取るために、

道路がずっと迂回せざるを得んのですよ、その高

低差を埋めるために。結果として、土地の有効利

用はできないわけです。用地取得費もかかるわけ

です。だから、道路勾配を見直すことによって、

投資経費も少なくなるし、有効面積もふえてくる

という効果があるわけです。

これは、私は、車がどんどん走るところでは言

いません。ごく利用される方々が限られた地域で

すから、とにかく車を上らせると、可能な限り入

らせるということが大事なんですから、これはも

う一度、土木建築部内で、今、スケジュールは申

されましたけれども、それは尊重したいと思いま

すけれども、私は、まちづくり課とて、あるいは

いろいろな公共事業をするときの用地買収してい

くときに、必ずこの問題出てくるわけですから、

やはり道路管理者として、早い結論を私は出すべ

きだというふうに思います。

それから、立山の関係ですが、今年度予算の関

係もあるからと、この問題については、さきの議

会で高瀬議員さんだったかと思うんですが、何も

一気にせろというような話ではないわけです。時

期的にも無理かもしれませんけれども、やはり立

山に今度、入れたとしたら、あそこ大きくツース

パン分かれておるんですよ、階段が。やはり動線

をどうつくってやるかですから、そしたら今度、

立山地区に入れたとすれば、例えば来年度するに

しても、その立山地区に入れるというのは、非常

に他の地域とのバランスからすると入れにくくな

ると思うんです。私は、幾らかかるか知りません

けれども、3,000万円から5,000万円かかるとすれ

ば、一つの道路建設と思えば、ある種安いもので

すから、私は、やはり地域の実態をよく話をされ

て、動線をどう確保するのか、そのために必要だ

とすれば、私は、予算の増額をしてでもやってい

いんではないか。今度は、立山地区に入れたから

ということで、どっちに入れるか知りませんけれ

ども、バス停でおりた人が途中までの人は使える、

それから、また、おりていく人たちは従来どおり

では、やはりどうかなという気がしますので、地

元とも十分協議をして取り組んでいただきたいと

いうふうに、これは要望しておきます。

それから、これは議長も随分努力をされており

ますが、全国の斜面都市連絡協議会、本年10月に

長崎でやるということです。私は、やはり何もか

にも、こういう斜面のものについて、市の単独措

置でやっていくという時代ではないし、厳しいと

いうことから、一日も早くですね、国のメニュー

に乗せていくという努力もぜひしてほしいと思う

んです。そのためには、この都市連絡協議会の中

での議会協議会、こういうものについても、昨年、

鳥居議長の方で随分働きかけをしていただいたよ

うですが、ぜひ10月に、ここでやるとすれば、今

取り組み中のいろいろな施策も現実のものとして

あるわけですから、それを武器にしながら、やは

り国を動かせるような形に、ぜひ、これは事務局

を預かる都市計画の方でも取り組んでいただきた

いと要望をしておきます。

それから、庁舎建設の問題ですが、市長も築後

年数がたっておるんで必要を感じるということで

す。なかなか、どこにするのかということを含め

て大変かと思いますが、聞けば、広く市民の意見

を聞くと、ここは期限があってないようなもので、

この不安要素を除いても、ばたばた急いで、庁内

職員で基本設計を１年かける、そして実施設計を、

いわゆるそういうコンサルに出す、それから建設

期間をとる、こうしても５年はかかるという話を、

その昔、話をするときに聞いてきたんです。それ

に市民を交えてということになると、やはり10年

がかりぐらいの作業になるんではないかと思いま

す。

これは、私は、市長がその必要を感じられると

すれば、場所をここにしたいということを言わな

いと、どうも先ほどお話がありましたが、平成13

年６月に、庁内の問題検討準備委員会が発足され

て会合されていますけれども、この種の協議会、

検討組織は、昔からあったんです。何回も何回も

名称、看板を変えただけで、あったんですよ。ど

うも聞いてみると、最終的には、そのときの経済

環境とか、市のほかの施策との関係はあるみたい

ですが、最終的に場所をどこにするかと、ここが

ぽんと決まらんから、あとが決まらんというわけ

です。場所が決まれば、広さも決まるし、広さは
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大体、職員数でわかるわけですから、場所が決ま

れば、あとは大体できていくというふうに聞いて

おりますので、これは、来年は統一地方選挙でな

かなか大変かもしれませんけれども、ぜひ私は、

やはり市長の時代に、これは市の職員だけが使う

ホールではないと思います。市町村合併が整った

にしても、逆に言うと議員の数もふえるし、いろ

いろな交流の場というのは必要になるわけですか

ら、ぜひ検討をいただきたいなというふうに、こ

れは要望しておきます。

それから、高齢者の世帯対策についてですが、

とにかくＰＲをするということ、それから、お話

もありましたけれども、民間のいろいろな方式が

出てきておると、待つだけではなくて、例えば、

きのうある方とお話をしておったんですが、お年

寄り、単身の人に、他の都市では、元気にしとっ

たら外に目印を置く、余り目立たないやつを。ずっ

と置いておけば置きっ放しではいかんので、毎日

場所を少し変えながら、安否確認をするという都

市もあるようですけれども、逆に、私が思ったの

は、その人が、これは自分のことですから、ひと

り暮らしの方が、あるフリーダイヤルに電話をす

ると、そうしたら、その人から連絡があったと、

１日１回かもしれませんけれども。ある民間のポッ

トでは、お湯が出たら、それが出るとか、そうい

う方式が出てますけれども、私は、そういうサー

ビスを待つだけではなく、必要は発明の母ですか

ら、モノレールリフトもそうでしたし、かつてお

話を聞けば、下水道のジョイントの部分も長崎市

の技術屋が発想したのが全国の主流になっておる

んですよ。

ですから、必要だと、そういう対象の人たちと

どういう安否確認をしていくのか、これも時間が

ありませんから申し上げませんが、民生委員さん

が、大体一月に何件回っているかとか、それから、

いわゆる対象になる方で嫌う方、お年寄りですか

ら、１日じゅう鍵をかけて、いろいろな人が来な

いようにというような実態にあるわけですね。そ

ういうことを考えると、安否確認をどうしてやる

のか、これは民生委員さんが一生懸命されていま

すけれども、それだけではなくて、その対象者の

人たちも参加しながら、自分は自分の安否をどっ

かに通報するというようなことがあってもいんで

はないかと思います。

ですから、そういうことを含めて、場合によっ

たら、長崎市とそういう市内のソフトウエア会社

が一緒になって開発することだってできるかもし

れませんし、とにかく、今から、この高齢者のひ

とり暮らし、老夫婦２人世帯の安否確認というの

は、地域にとっても大変なことだと思いますので、

一度ぜひ検討いただきたいというふうに思います。

それから、最後になりますが、長期入院児童の

介護支援施設については、市長の方から非常に積

極的なご意見がございました。これは私は、事業

の本質からすれば、やはり県がやるべき事業だと

いうふうに思いますけれども、場所の関係では、

長崎市も可能な限りの協力というものもしていた

だきたいし、市長ご自身、県議のときの経験を生

かされて、そこら辺の実態調査をされて、ぜひ、

これは一日も早く実現ができるようにご努力をい

ただくようにお願いしまして、私の質問を終わり

ます。

ありがとうございました。

○議長（鳥居直記君） 休憩いたします。

午後は１時から再開いたします。

＝休憩 午後０時１分＝

＝再開 午後１時０分＝

○副議長（松尾敬一君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。３番田中洋一議員。

〔田中洋一君登壇〕

○３番（田中洋一君） 新風２１の田中洋一です。

質問通告に基づき、順次、質問しますので、市

長及び理事者の明快な答弁をよろしくお願いいた

します。

第１は、市町村合併についてであります。

１市10町での法定合併協議会立ち上げへ向け協

議を続けてきた長崎地域任意合併協議会は９月３

日、最後の会議を開催し、その中で各自治体は、

法定合併協議会に臨むそれぞれの立場を明らかに

しました。それによると、本市との法定合併協議

会へ参加表明したのは、野母崎町、高島町、伊王

島町、香焼町、外海町で、態度保留をしたのが三

和町と大瀬戸町、あとの３町は離脱を表明したと

聞いています。これによって、長崎地域における

法定合併協議会の枠組みがほぼ固まったことから、
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